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令和２年第６回教育委員会定例会会議録 

 

１ 開会宣言  令和２年５月 26日（金）午後１時 30分 

２ 場  所  三条市役所栄庁舎 大会議室 

３ 出 席 者  長谷川教育長、長沼委員、小林委員、佐藤委員、松井委員 

４ 説明のための出席者 

栗林教育部長、村上教育総務課長、平岡子育て支援課長、 

髙橋小中一貫教育推進課長、星教育センター長、坂井教育総務課課長補佐、 

樋口教育総務課庶務係長 

５ 傍 聴 人  １人 

６ 議 題     

(1) 会議録の承認 

  令和２年第５回教育委員会定例会会議録 

(2) 報告 

報第１号 令和２年(2020年)三条市議会第２回臨時会の概要について 

報第２号 小中一貫教育実施状況について 

(3) 議事 

議第１号 市長からの意見聴取について（三条市立理科教育センター設置条例の一部改正） 

議第２号 市長からの意見聴取について（三条市特定教育・保育施設及び特定地域型保育 

事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正） 

議第３号 市長からの意見聴取について（三条市家庭的保育事業等の設備及び運営に関す  

る基準を定める条例の一部改正） 

議第４号 市長からの意見聴取について（三条市放課後児童健全育成事業の設備及び運営  

に関する基準を定める条例の一部改正） 

議第５号 三条市奨学金貸与条例施行規則の一部改正について 

議第６号 専決処分報告について（夏季休業日の変更） 

議第７号 専決処分報告について（令和２年度三条市子育て世帯への臨時特別給付金支給  

事業実施要綱の制定） 

議第８号 専決処分報告について（学校運営協議会委員の任命） 

議第９号 専決処分報告について（学園運営協議会委員の任命） 

(4) 次回教育委員会定例会の日程について 

７ 審議の経過及び結果 
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(1) 会議録の承認について 

長谷川教育長から令和２年第５回教育委員会定例会会議録について諮り、承認と決定 

                                            

(2) 報告 

報第１号 令和２年(2020年)三条市議会第２回臨時会の概要について 

栗林教育部長が説明 

質疑に入るが質疑なく、質疑終結 

   報第２号 小中一貫教育実施状況について 

星教育センター長が説明 

質疑に入るが質疑なく、質疑終結 

（長谷川教育長）  

この場でしばらく休憩させていただきます。 

―休憩―  

―再開―  

「議第１号 市長からの意見聴取について（三条市立理科教育センター設置条例の一部改

正」から「議第４号 市長からの意見聴取について（三条市放課後児童健全育成事業の設備

及び運営に関する基準を定める条例の一部改正）」は三条市教育委員会会議規則第33条の規

定により非公開とする提案が長谷川教育長からあり、全員異議なく非公開と決定 

                                            

(3) 議事 

議第５号 三条市奨学金貸与条例施行規則の一部改正について 

髙橋小中一貫教育推進課長が説明 

質疑に入るが質疑なく、全員異議なく原案のとおり決定 

議第６号 専決処分報告について（夏季休業日の変更） 

髙橋小中一貫教育推進課長が説明 

 （小林委員） 

   前半１週間と後半１週間を短縮するということだと思いますが、実際にはちょうど１

か月くらいの夏季休業になるかと思います。足りるのかなというのが正直なところで、

ここは質問しておかなければいけないと思いまして。 

（髙橋小中一貫教育推進課長） 

  前年度３月の授業日13日分が休業となり、新年度の４月、５月の休業日が９日でござ

います。合計で22日分の授業日がなくなってしまったということでございます。今回、
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夏季休業日を短縮するということで、11日分の授業日を確保することができます。ただ、

前年度から５月までの22日分の休業日につきましては、このたび様々な行事や体験活動

が延期、中止になりまして、ほとんどが座学での教室の授業が行われておりまして、様

々な行事に関わる準備やそういったことを通常の授業に充てることができました。そう

しますと、ほぼほぼ７月31日の夏休み前までに、５日増加分の授業日数を確保して、何

とか回復することができそうな状況であります。 

加えて、11日分を取るということにつきましては、この後の新型コロナウイルスだけで

はなく様々な感染症で休業があるかもしれませんし、また、台風やその他の災害で休業し

なければならないようなことがあるかもしれません。そういう意味で、若干の余裕をもっ

て夏季休業日の短縮をして授業日数を確保するという形で、努めてまいりたいと考えてお

ります。 

  なお、総じて申し上げますと、しっかりとやらなければならない履修すべき内容につ

いては、なんとか夏休み前までに終わらせていきたいと考えているのが、今現在の状況

でございます。 

質疑に入るが質疑なく、全員異議なく承認と決定 

議第７号 専決処分報告について（令和２年度三条市子育て世帯への臨時特別給付金支給  

事業実施要綱の制定） 

平岡子育て支援課長が説明 

質疑に入るが質疑なく、全員異議なく承認と決定 

議第８号 専決処分報告について（学校運営協議会委員の任命） 

星教育センター長が説明 

質疑に入るが質疑なく、全員異議なく承認と決定 

議第９号 専決処分報告について（学園運営協議会委員の任命） 

星教育センター長が説明 

質疑に入るが質疑なく、全員異議なく承認と決定 

                                            

 (4) 次回教育委員会定例会の日程について 

村上教育総務課長から提案があり、教育長が諮り次のとおり決定 

     〔日時〕令和２年６月 26日（金）午後１時 30分 

                                            

８ 閉会宣言  午後２時 16分 

    三条市教育委員会会議規則第 38 条及び第 39 条の規定により、会議の顛末を記載してここ
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に署名する。 

                        三条市教育委員会 

                         教育長 長谷川 正 二 

 

 

 


